
中国における特許出願の流れ

予備審査

受理要件を満たす？ 不受理

受理通知書

補正命令通知 拒絶査定 復審段階

初審合格通知

特許権者が人民法
院に提訴するか？

無效審判の審決
発効、特許権終了

終了

公開通知

実体審査

実体審査の提出

出願日(優先日)から三年以内に提出

第1回拒絶理由通知

第2回拒絶理由通知

登録査定の通知

意見・補正

意見・補正

無回答、放棄 終了

拒絶査定

拒絶査定を取消す審決

(不服審判請求期限:拒絶査定通知の
受領日から3ヶ月以内)

出願日(優先日)から18ヶ月以後に公開

特許料納付

特許証の発行及び公告

年金

存続期間満了

補正を行って欠陥を克服

補正を行って欠陥を
克服できない

受領日から2ヶ月以内

注1：出願期限
　　　①パリ優先権を主張して中国へ特許出願する場合、
　　　　優先日から12ヶ月以内
　　　②ＰＣＴ中国国内移行の際、優先日から30ヶ月、
　　　　さらに２ヶ月延長できる

注3：自発補正
　　　①実体審査を請求する時
　　　②実体審査段階に移行する通知の受領日から3ヶ月以内
　　　　ＰＣＴ中国国内出願の場合、上記の①、②以外、出願
　　　　と同時に補正提出できる
　　　③意見書出す時

注4：拒絶査定を維持する通知の受領日から
　　三ヶ月以内、人民法院に提訴できる

注2：早期公開
        出願日(優先日)から、早期公開の請求を提出できる

請求理由成立或は補正
によって欠陥を克服

無効審判請求が
提出されるか？

YES 専利復審委員会
は審判をする

無効事由成立、
特許権終了の審決

無効事由不成立、特許権維持の審決

特許権付与の公告日から、
復審委員会に無効審判を
請求できる

不服審判の請求

拒絶査定を維
持する審決

人民法院に提
訴するか？

人民法院の判決

請求理由
不成立

欠陥を克服できない

欠陥を克服できない

出願の提出

方式審査

Yes No

審決を維持する

審決を取り消す

審決を取り消す

Nｏ

ＮｏＹes

人民法院の判決

Ｙes
Ｎｏ

※出願日から、特許権は20年(延長なし)

※一括不可
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